
 

 

 

令和８年春の火災予防運動を実施します 

『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』 （2025 年度全国統一防火標語） 

 

春の火災予防運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想

の普及を図ることにより、火災発生の防止、死傷者の減少及び財産の損失を防ぐこ

とを目的として火災予防に関する啓発活動を行います。 

 

１ 火災予防運動期間 

実施期間 令和８年３月１日（日）から３月７日（土）まで 

 

２ 関係団体 

明石市消防局、明石市消防団、明石防火協会 

  

３ 重点目標 

⑴ 住宅防火対策の推進 

⑵ 防火対象物等における防火安全対策の徹底 

   

４ 主な活動 

⑴  防火対象物（宿泊施設・福祉施設等)を対象とした特別消防査察を行います。 

⑵ 火災予防広報活動 

 「火災予防運動実施中」のマグネットシートを貼った消防車両による巡回パ

トロール 

 市内全自治会へ「消防だより」の配布 

 火災予防用懸垂幕の掲示（消防局庁舎）、火災予防運動啓発のぼり（消防署・

各分署庁舎） 

 

 

記 者 提 供 資 料 

2026 年(令和 8 年) 2 月 25 日 

消防局予防課（担当：内多・尾﨑） 

TEL: 078-918-5272（内線：7475） 

春の火災予防運動啓発ポスター 


